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我
が
国
森
林
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
重
要
性
に
鑑
み
、
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
市
町
村
が
新
た
に
同
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
を
作
成
す

る
こ
と
等
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
特
定
植
栽
事
業
計
画
の
認
定
に
つ
い
て
定
め
、
当
該
認

定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
に
関
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


